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１ 公共下水道事業受益者負担金制度について①

が整備されることにより，未整備地区に比

べて が著しく向上し， が見込

まれます。
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路

道
路
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下
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資産価値の上昇
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１ 公共下水道事業受益者負担金制度について②

一方で，下水道の整備費は補助金や借入金のほか，市全体

の徴収金（現在から将来にわたる下水道使用料）でまかなわ

れております。公共下水道整備の利益を受ける地域とそうで

ない地域との が発生します。地域による差



4

１ 公共下水道事業受益者負担金制度について③

公共下水道が整備されることにより利益を受ける人と，未整備

地域の人との を図るために，その利益を受ける

地域のみなさまに， として，下水道建設事業費の一

部を御負担していただく制度となります。

負担の公平性

「受益者」

受益者負担金制度とは
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１ 公共下水道事業受益者負担金制度について④

利益を受ける人のパターン

対象者
（利益を受ける人）

支払義務

パターン①
（区域内）

・公共下水道が整備され，
供用開始の告示が行わ
れた認可区域内の方

・公共下水道への接続義務が生
じ，受益者負担金の支払い義務
も発生

パターン②
（区域外）

・供用開始区域との境界
（認可区域外）に位置し，
公共下水道の使用が認
められた方

・認可区域外の方が接続を希望
する場合，その方の申請により
柏市が許可し（※要件有り），公
共下水道への接続により，受益
者負担金の支払い義務が発生
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公共下水道の使用が 場所と認められてない場所の においては，
制度上認められていない場所であっても，柏市の許可により，公共下水道への使用
が 場合があります。

認められている 境界

認められる

利益を受ける人のパターン

道
路

下
水
道

事業認可区域内 事業認可区域外

１ 公共下水道事業受益者負担金制度について⑤

公共下水道の使用が認めら
れていない場所

公共下水道の使用が
認められるている場所

浄
化
槽
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公共下水道の使用が 場所と認められてない場所の においては，
制度上認められていない場所であっても，柏市の許可により，公共下水道への使用
が 場合があります。

認められている 境界

認められる

利益を受ける人のパターン

道
路

原則，申請者の
自己負担による
下水道工事

負担金の
賦課・徴収

＋

１ 公共下水道事業受益者負担金制度について⑤

公共下水道の使用が
認められるている場所

事業認可区域外

公共下水道の使用が柏市の
許可により認められた場所

下
水
道

事業認可区域内
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事業認可区域外からの接続許可件数

令和6年度 3件

令和5年度 6件

令和4年度 2件

１ 公共下水道事業受益者負担金制度について⑥
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下水道接続
の申請，
許可決定

下水道の接
続工事，
利用開始

計画区域
に編入

供用開始
負担金

賦課・徴収

ここまではすぐに実施可能
（半年～1年程度）

申請から賦課まで，3～5年の時間を要する

関係機関との調整や手続きに時間を要する
（3年～4年ほど）

２ 現状の課題①

課題：複数年のタイムラグが発生
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供用開始とは，

事業認可区域外における供用開始は，

下水道法第９条の規定が適用されることをいい，公共施設
（公共下水道）の利用が可能となったことを意味します。

下水道の接続（公共下水道の利用）が先行し，後から
下水道法の適用（供用開始）が行わます。

２ 現状の課題②

手続きに時間を要するため，課題が生じております。

供用開始 ⇒ 下水道接続

下水道接続 ⇒ 供用開始
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①相続により代替わりをした際に，当初の負担
金に対する理解が薄れる。

②売買に伴い，接続当時と賦課時点の所有者が
異なり，実態の把握が難しくなる。

③法人における経費の計上年度が煩雑になる。
など…

２ 現状の課題③

下水道の接続申請時から時間が経過してしまうと…
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３ 課題解消に向けた条例の見直し（令和8年度予定）①

改正前
（現在の運用）

改正後

根拠法令 都市計画法第75条 地方自治法第224条

名称 受益者負担金 受益者分担金

１平方メートル
当たりの単価 １，０５０円/㎡ １，０５０円/㎡

賦課・徴収時期
（接続申請から） 3～5年 1～2年

令和８年度 条例改正案

期間が大幅に短縮される
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下水道へ
接続の申請

許可

下水道接続
工事

計画区域
に編入

供用開始
負担金

賦課・徴収

３ 課題解消に向けた条例の見直し（令和8年度予定）②

下水道へ
接続の申請

許可

下水道接続
工事

分担金
賦課・徴収

計画区域
に編入

供用開始

1～2年に短縮

現在の制度（改正前）

3～5年の時間を要する

新しい制度（改正後）
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３ 課題解消に向けた条例の見直し（令和8年度予定）③

県内 県外

松戸市 水戸市

千葉市 つくば市

佐倉市 藤沢市

受益者分担金制度の導入市町村（一部抜粋）
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受益者負担金の賦課に関し，従来の方式（負担金）に加え，

「分担金」として賦課できるようにすることで，接続申請から賦

課までの期間短縮を図り，円滑な受益者負担金制度の運用を

図ることについて，ご審議いただくものです。

３ 課題解消に向けた条例の見直し（令和8年度予定）④

ご審議いただきたいこと
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４ 今後のスケジュールについて

第1回審議会 第2回審議会 市議会上程予定 条例施行予定

R8年5月26日 R8年7月中旬頃 R8年12月頃 R9年4月1日

・負担金制度の見
直しについて諮問
・審議

・第１回審議会の
振り返り，審議
・答申（予定）

・条例改正に関す
る議案を提出（予
定）

-


